
 
 
 
 
 
 

資料１－② 

 

法務省と市町村との

情報のやりとり等 

について 

（入管法第６１条の

８の２関係） 

（法務省提供資料） 



法務省と市町村との情報のやりとり等（入管法第61条の８の２関係）（１）

法 務 省 通 知
（住基法第30条の50）

市 町 村 通 知
（入管法第61条の8の2）

上記通知を
正確に行う
ため

外国人住民の
住民票に反映

外国人住民の
住民票の記載，
消除又は記載
の修正

氏名・生年月
日・性別・国籍
等の変更届出，

在留資格の変
更や在留期間
の更新 など

通知対象や
通知先の把握

通知の目的

法務省通知を行うべき外国人住民の範囲や通

知先の市町村を正確に把握

（参考）平成２１年６月１８日衆議院総務委員会（抜粋）

（改正入管法第６１条の８の２の目的について）

ご指摘の住民基本台帳法第３０条の５０と改正入管法６１条の８

の２の規定は対になっておるわけでございますが，６１条の８の２

の規定と申しますのは，法務大臣が外国人から届け出のあった氏名

等の変更情報などを市区町村に通知するに当たりまして，その通知

を行うべき外国人の範囲，あるいは通知先の市町村を正確に把握す

るためというものでございます。

情報連携の概要（イメージ）

（具体的な事例について）

外国人住民が出生，死亡したことにより外国人住民票を記載又は

消除した場合にはその旨の情報を，あるいは行政区画の変更などが

あった場合には変更後の住所情報をそれぞれ市町村から法務大臣に

通知してもらうようなことを考えております。

法務省・市町村間の確実な情報連携
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届出に基づく住民票の記載等

外国人住民
住 基 法 上 の 届 出

適 用 条 文 処理

中 長 期在 留者 ・

特別永住許可者

転 入 届 （ 第 3 0 条 の 4 6 ） 記載

転 出 届 （ 第 ２ ４ 条 ） 消除

一時庇護許可者・

仮 滞 在 許 可 者

転 入 届 （ 第 ２ ２ 条 ） 記載

転 入 届 （ 第 3 0 条 の 4 6 ） 記載

「中長期在留者等」となった
場合の届出（第30条の47） 記載

転 居 届 （ 第 ２ ３ 条 ） 修正

転 出 届 （ 第 ２ ４ 条 ） 消除

経 過 滞 在 者

転 入 届 （ 第 ２ ２ 条 ） 記載

転 居 届 （ 第 ２ ３ 条 ） 修正

転 出 届 （ 第 ２ ４ 条 ） 消除

法務省と市町村との情報のやりとり等（入管法第61条の８の２関係）（２）

住 基 法 施 行 令 上 の 職 権 記 載 等

適 用 条 文 処理

届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において届出がないことを知ったと
き（第１２条第１項）
（例）実態調査により転入届がされていないことが判明して住民票が記載され

た場合

記載
消除
修正

戸籍に関する届書等の受理等を行い，又は他市町村から住基法第９条２項の規

定による通知を受けたとき（第１２条第２項第１号）

（例）国籍取得等に基づき職権修正が行われた場合

死亡届，死亡報告，失踪届等に基づき職権消除が行われた場合

〔経過滞在者について〕

（例）出生届により経過滞在者に係る住民票が職権記載された場合

国籍喪失届により経過滞在者となった者に係る職権修正が行われた場合

記載
消除
修正

不服申立てについての決定等又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異

なるとき（第１２条第２項第６号〔６号ハを除く〕）

記載
消除
修正

行政区画等の変更等に伴い住所の表示の変更があったとき（第１２条第２項第

７号）
修正

住民基本台帳に脱漏，誤載があり，又は住民票に誤記，記載漏れがあることを

知ったとき（第１２条第３項）

記載
消除
修正

○世帯変更届又は外国人間の続柄の変更届又は職権に基づく世帯事項に関する

住民票の記載の修正

○各種被保険者資格又は児童手当受給資格の得喪に関する住民票の記載の修正

○法務省通知に基づく住民票の消除・修正

市町村長の職権による住民票の記載等

※再入国許可により出国し，(出国前の転出届等により)住民票が消除され
た状況で再入国した後に，再入国出国前と同じ住所で新規転入届が行われ，
これに基づいて住民票が記載された場合

※

改正住基法施行日における住民票への移行等

異動事由 住基法適用条文 処理

附則第３条第１項の規定により
作成した仮住民票が施行日にお
いて住民票になったとき

附則第４条第１項 記載

施行の際現に外国人住民である
が，仮住民票が作成されなかっ
た者からの届出があったとき

附則第５条第１項 記載

市町村通知を要しない場面
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個 人 を 特 定 す る 情 報

氏名，生年月日，性別，国籍・地域，（旧）住所，

在留カード番号・特別永住者証明書番号

住 民 票 の 異 動 に 関 す る 情 報
〔届出に基づく異動〕

・届出年月日，異動事実・異動事由

〔職権処理に基づく異動〕

・処理年月日，異動事実・異動事由

新 住 所 情 報

（住所の変更を伴わない場合は不要）

法務省と市町村との情報のやりとり等（入管法第61条の８の２関係）（３）

市町村通知に含まれる情報

入管法第19条の７等又は入管特例法第10条の届出があった時に通知すべき情報

個 人 を 特 定 す る 情 報

氏名，生年月日，性別，国籍・地域，（旧）住所，

在留カード番号・特別永住者証明書番号

異 動 を 示 す 情 報

・異動事由

・届出年月日

・転入又は転居年月日

新 住 所 情 報

そ の 他 の 情 報

〔事由発生年月日〕

・転出予定年月日

・死亡年月日

・国籍喪失年月日，国籍取得年月日

【異動事実】記載/消除/修正
【異動事由】転入/転居/

転出（国内・国外）

【異動事実】記載/消除/修正
【異動事由】職権記載/職権消除/
職権修正（住基法施行令条文番号）

【異動事由】
「転入」又は「転居」
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